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1. 調査専門委員会設置の趣意 

1.1 目的 

ビル内のオフィスで使われる例えばパソコン，有線およ

び無線 LAN 等の電子機器（通信機器含む。）は，静電気が原

因で起こる放電（以下，放電・静電気と呼ぶ。），静電誘導が

原因で生じる誘導電圧，蛍光灯等のスイッチのオン・オフで

生じる伝導ノイズや電磁パルス等で故障や誤動作を引き起

こすことがある。放電・静電気は，複写機（コピー機）や電

気集塵機等に応用されているが，電子機器の故障や誤動作

の原因となる。電子機器の故障や誤動作の問題は，例えば電

子機器の金属筐体（導電性の筐体も含む。）の厚さが薄くな

るにつれて，帯電した物体から静電誘導が原因で金属筐体

に生じる誘導電圧が大きくなり，今後も無視できない大き

な問題といえる。電子機器内には，MOS（Metal Oxide 

Semiconductor：金属酸化膜半導体）型デバイスやハードディ

スク等に電子部品が使われており，5～10 ボルト以下の電圧

が生じるだけで電子機器が故障や誤動作を引き起こすこと

がある。電子機器内に誘導電圧が発生する原因としては，1) 

人体等の帯電した物体が電子機器の金属筐体の近くにあ

る，2) 電子機器の金属筐体の近くで放電が起こる，3) 電子

機器の金属筐体の近くに過渡電界や過渡磁界の発生源があ

る等の理由が挙げられる。電子機器の故障や誤動作を防止

するには，誘導電圧の発生源と金属筐体内に生じる誘導電

圧の関係を明らかにし，金属筐体内に生じる誘導電圧を電

子機器の故障や誤動作を起こさない大きさ以下に抑えるこ

とが必要になる。 

エレクトロニクス化の進む需要家設備の稼働品質を向上

し，特に静電気ノイズの耐量向上及び需要家施設の運用効

率向上への寄与のため，帯電した人体の移動や静電気放電，

過渡電界や過渡磁界のように，未だに解決されていない放

電・静電気現象で起こる電子機器（情報通信機器も含む。）

の故障や誤動作の問題を解決するための調査検討が重要で

ある。また近年の放電・静電気が原因で起こる電子機器の故

障や誤動作の文献等を調査し，電子機器設計の防護指針と

して役立つ内容を纏めることも重要である。 

そこで本委員会では，未だに解決されていないこの種の

静電気の障害を調査研究し，防止対策の基礎指針を社会に

提供する。また放電・静電気が原因で起こる電子機器の故障

や誤動作の問題に特化して調査することで，今後の電子機

器の設計に役立てられる成果をまとめることを目的として

本委員会は設置された。 

 

1.2 背景および内外機関における調査活動 

電気学会内では，これまでに以下の関連する調査専門委

員会が活動を行ってきている。本委員会は，帯電した人体の

移動や静電気放電，過渡電界や過渡磁界のように，主として

放電・静電気現象で起こる電子機器の故障や誤動作の問題

を扱っており，関連する以下の調査専門委員会とは次の通

り異なる。項番(1)の調査専門委員会は主として静電気放電

現象及び電気接点の開閉に伴う放電現象が原因で生じるギ

ガヘルツ帯の電磁波を定量的に把握し，電子機器を一つの

システムとして考えたシステムレベルを含む半導体のデバ

イスレベルでの障害及び通信への影響，項番(2)の調査専門

委員会はスマートグリッドシステムに使用される多様な電

力機器に対する電磁環境ノイズの影響とその対応を検討，

項番(3)の調査専門委員会はシステム LSI に関連する雑音の

影響を低減するための計算機シミュレーション回路技術，

レイアウト技術について調査や検討を行うことを目的とし

ている。他方，本委員会は，帯電した人体の移動や静電気放

電，過渡電界や過渡磁界のように，主として静電気現象とし

て扱える空間内の電界を乱さない現象から静電気放電のよ

うな過渡インパルス電磁界の放電・静電気現象で起こる電

子機器の故障や誤動作の問題を解決することを目的として

おり，項番(1)～(3)の調査専門委員会を補完するものとして

位置づけられる。 

(1) 電子デバイスに対する ESD 過渡電磁界の影響評価調査

専門委員会（A 部門：2017 年 8 月 1 日～2020 年 7 月 31

日） 

(2) IoT 時代のシステムと EMC 調査専門委員会（A 部門：

2018 年 4 月 1 日～2021 年 3 月 31 日） 

(3) システム LSI に関連する雑音の影響を低減するための

技術調査専門委員会（C 部門：2016 年 4 月 1 日～2019

年 3 月 31 日） 

 

1.3 調査検討事項 

上述の目的と背景を鑑み，本調査専門委員会では，以下の

項目に関して調査検討を行った。 

① 放電・静電気が原因で起こる電子機器（情報通信機器

含む。）の故障や誤動作の問題 

② マイクロギャップ放電が原因で生じる電磁ノイズ測

定法とその防止対策 

③ 電磁波や静電気などが原因で発生する電子機器内の

電磁ノイズとその防止対策（インバータ機器から発生

する電磁ノイズとその防止対策も含む。） 

④ 電子機器の故障や誤動作防止に役立つ機器設計 

⑤ スマートグリッド実証プロジェクトにおける情報通

信機器の EMC 対策 

⑥ ビルや工場内の EMC（CEMS と BEMS を含む需要家

側のスマートグリッドで生じる EMC 問題） 

⑦ 放電・静電気の利活用 

本技術報告書において，項目①②は 2 章，10 章の内容，

項目③は 3 章，9 章の内容，項目④は 10 章の内容，項目⑤

は 4 章，6 章，及び 10 章の内容，項目⑥は 7 章，8 章，項目

⑦は 5 章の内容がそれぞれ相当する。 

 

  

電気学会技術報告　第1520号　3

Sample : DO NOT PRINT


